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○高志の国文学館条例 

平成23年９月28日 

富山県条例第41号 

高志の国文学館条例を公布する。 

高志の国文学館条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、高志の国文学館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 富山県の自然及び風土の中ではぐくまれた文学作品その他の文学関係資料を紹介し、

文学に関する県民の知識を深め、教養の向上を図るとともに、県民自らが親しみ、学び、

創造し、交流することができるよう、県民に文学を中心とする文化活動の場を提供し、も

って教育、学術及び文化の振興並びに心豊かな地域社会の形成に寄与するため、高志の国

文学館（以下「文学館」という。）を設置する。 

（位置） 

第３条 文学館は、富山市に置く。 

（事業） 

第４条 文学館は、次に掲げる事業を行う。 

(1) 文学に関する書籍、原稿、文献、写真、フィルムその他の資料及び文学者に関する資

料（以下「文学資料」という。）を収集し、保管し、及び展示し、並びに閲覧に供する

こと。 

(2) 文学資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、及び研修室等を設置してこ

れを利用させること。 

(3) 文学に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を開催すること。 

(4) 文学資料に関する専門的な調査研究を行うこと。 

(5) 文学資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、

及び頒布すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、文学館の設置の目的を達成するために必要な事業 

（指定管理者による管理） 

第５条 知事は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、法

人その他の団体であって知事が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に文学館の

管理を行わせるものとする。 
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（指定管理者が行う業務） 

第６条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。 

(1) 文学館の施設及び設備の維持管理に関する業務 

(2) 第13条第１項の規定による専用使用の承認に関する業務 

(3) 第15条第１項に規定する使用料の徴収に関する業務 

(4) その他文学館の管理に関して知事が必要と認める業務 

（休館日） 

第７条 文学館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、知事は、特に必要があると認め

るときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。 

(1) 火曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

（以下「休日」という。）に当たる場合を除く。） 

(2) 休日の翌日（その日が日曜日、土曜日又は休日に当たる場合は、その日後においてそ

の日に最も近いこれらの日以外の日） 

(3) 12月29日から翌年の１月３日までの日 

（平28条例22・一部改正） 

（開館時間） 

第８条 文学館の開館時間は、午前９時30分から午後６時までとする。ただし、研修室及び

和室の開館時間については午前９時30分から午後９時まで、駐車場の開館時間については

午前９時から午後９時30分までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認めるときは、開館時間を臨時に

変更することができる。 

（平24条例38・平28条例22・一部改正） 

（入館の拒否及び制限） 

第９条 指定管理者は、文学館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認

めるときは、入館を拒否することができる。 

(1) 他の入館者に迷惑となる行為をするおそれがあるとき。 

(2) 施設、設備又は文学資料（次条第１項第２号において「施設等」という。）を汚損し、

又は損傷するおそれがあるとき。 

２ 指定管理者は、文学館の管理上必要があると認めるときは、入館を制限することができ

る。 

（遵守事項等） 
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第10条 文学館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 他の入館者に迷惑となる行為をしないこと。 

(2) 施設等を汚損し、又は損傷しないこと。 

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙又は飲食をしないこと。 

(4) その他知事が特に指示した事項 

２ 知事は、文学館に入館した者が前項の規定に違反したときは、その者に退館を命ずるこ

とができる。 

（常設展示観覧料及び企画展示観覧料） 

第11条 常設展示室において展示している文学資料を観覧しようとする者は、別表第１に定

める金額の常設展示観覧料を納めなければならない。ただし、企画展示観覧料を納める者

は、この限りでない。 

２ 企画展示室において特別に展示している文学資料を観覧しようとする者は、別表第１に

定める金額の企画展示観覧料を納めなければならない。 

（平24条例38・一部改正） 

（特別観覧） 

第12条 文学館に展示し、又は保管している文学資料について学術研究等のために模写、模

造、撮影等をしようとする者は、知事の承認を受けなければならない。 

２ 前項の承認には、文学資料の管理上必要な条件を付することができる。 

３ 第１項の承認を受けた者は、別表第１に定める金額の特別観覧料を納めなければならな

い。 

（平24条例38・一部改正） 

（専用使用の承認等） 

第13条 文学館の施設のうち別表第１に掲げるものを専用して使用しようとする者は、あら

かじめ、指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとす

るときも、同様とする。 

２ 指定管理者は、前項の承認を受けようとする者が第９条第１項各号のいずれかに該当す

ると認めるとき、その他文学館の設置の目的を達成するについて不適当と認めるときは、

前項の承認をしないものとする。 

３ 第１項の承認には、文学館の管理上必要な条件を付することができる。 

（平24条例38・一部改正） 

（施設使用料及び駐車料金） 
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第14条 前条第１項の承認を受けた者（以下「専用使用者」という。）は別表第１に定める

金額の施設使用料を、駐車場を使用する者は別表第２に定める金額の駐車料金を納めなけ

ればならない。 

（平24条例38・一部改正） 

（使用料の徴収方法） 

第15条 常設展示観覧料、企画展示観覧料及び特別観覧料並びに施設使用料及び駐車料金（以

下「使用料」という。）は、知事の発行する納入通知書により徴収する。ただし、これに

より難い場合においては、口頭又は掲示の方法により現金で徴収する。 

２ 使用料は、前納とする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りで

ない。 

（平24条例38・一部改正） 

（使用料の減免） 

第16条 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。 

（使用料の還付） 

第17条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めると

きは、この限りでない。 

（専用使用の承認の取消し等） 

第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第13条第１項の承認を取り

消し、又はその使用を制限することができる。 

(1) 専用使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(2) 専用使用者が偽りその他不正の手段により第13条第１項の承認を受けた事実が明ら

かとなったとき。 

(3) 専用使用者が第13条第３項の規定による承認の条件に違反したとき。 

(4) その他文学館の管理上特に支障があると認められるとき。 

（高志の国文学館運営委員会） 

第19条 文学館に高志の国文学館運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、文学館の運営に関し知事の諮問に応ずるとともに、知事に対し意見を述べる

ものとする。 

第20条 委員会は、委員20人以内で組織する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 
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３ 委員は、再任されることができる。 

（平28条例22・一部改正） 

第21条 委員会に、委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、それぞれ委員が互選する。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（規則への委任） 

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成23年10月１日から施行する。ただし、第５条から第21条まで、附則第

２項及び別表第１の規定は、規則で定める日から施行する。 

（平成24年規則第40号で附則第１項ただし書に規定する規定は、平成24年７月６日

から施行） 

（平24条例38・一部改正） 

（施設使用料の特例） 

２ 前項の規則で定める日から起算して２年を経過する日までの間における別表第１の４の

規定の適用については、同表中「4,350円」とあるのは「2,900円」と、「860円」とあるの

は「570円」と、「3,890円」とあるのは「2,590円」と、「770円」とあるのは「510円」

と、「1,390円」とあるのは「930円」と、「280円」とあるのは「190円」とする。 

（平24条例38・平26条例21・一部改正） 

附 則（平成24年条例第38号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成24年７月６日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日から平成25年３月31日までの間における第６条の規定の適用につい

ては、同条第１号中「施設」とあるのは「施設（駐車場を除く。）」と、同条第３号中「使

用料」とあるのは「使用料（駐車料金を除く。）」とする。 

附 則（平成26年条例第21号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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（高志の国文学館条例等の一部改正に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の際現に第８条、第12条、第15条、第19条、第20条、第33条又は第34

条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により承認を受けている者の当該承認に係

る使用料又は手数料の額については、第８条、第12条、第15条、第19条、第20条、第33

条又は第34条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成28年条例第22号） 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年条例第19号） 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年条例第９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年10月１日から施行する。 

（高志の国文学館条例等の一部改正に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の際現に第９条、第13条、第16条、第20条、第21条、第35条又は第36

条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により承認を受けている者の当該承認に係

る使用料又は手数料の額については、第９条、第13条、第16条、第20条、第21条、第35

条又は第36条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

別表第１（第11条、第12条、第13条、第14条関係） 

（平24条例38・旧別表・一部改正、平26条例21・平30条例19・平31条例９・一部

改正） 

１ 常設展示観覧料 

区分 金額（１人１回につき） 

個人 200円 

20人以上の団体 160円 

備考 小学校の児童、中学校の生徒、高等学校の生徒、大学の学生及びこれらに準ずる者

に係る常設展示観覧料は、無料とする。 

２ 企画展示観覧料 

１人１回につき1,500円の範囲内で知事が定める金額 

３ 特別観覧料 
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１回１点につき4,200円の範囲内で知事が定める金額 

４ 施設使用料 

区分 使用時間３時間までの金額 超過時間１時間の金額 

研修室１ 全部使用 14,420円 3,610円 

２分の１使用 7,170円 1,790円 

研修室２ 4,430円 880円 

研修室３ 3,960円 780円 

研修室４ 1,420円 290円 

研修室５ 1,420円 290円 

和室 1,700円 340円 

附属設備 実費を勘案して知事が定める額 

備考 

１ 使用時間１時間未満の端数は、１時間として計算する。 

２ 使用時間を短縮した場合においても、施設使用料は、減額しない。 

別表第２（第14条関係） 

（平24条例38・追加、平31条例９・一部改正） 

種別 単位 金額 

基本料金 入場した時から１時間までにつき１台 330円 

加算料金 入場した時から１時間を超える時間30分までごとにつき１台 110円 

 


